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道路は異なった交通機能を分離する歩車分離の道路形態により利用者の安全と快適を確保してきたが，

依然として交通事故は無くなっていない．また，歩行者優先の道路空間の実現を目指し様々な取り組み

がなされてきたが，問題解決に繋がっていないのが現実である．そこで本研究では，自動車・自転車・

歩行者の輻輳が見られる道路から対象地を選定し，ビデオ撮影および現地調査によってそれぞれの挙動，

通行位置を明らかにし，道路空間再配分の可能性を探る． 
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1．背景・目的 

 

自動車交通の発達に伴い，道路は交通機能を空間的に

分離する歩車分離の考えに基づいて整備されてきた．自

動車は車道を走行し，歩行者は歩道を通行するといった，

同じ一つの空間をそれぞれの専用空間として区分する歩

車分離の道路形態が，利用者の安全性と快適性を確保す

ると考えられてきた．しかし，実際には歩車分離道路に

おいて歩行者と自転車が関係する交通事故はなくならず，

歩車分離によって生み出された車道では専用空間の意識

を高められ，その結果として自動車の走行速度の上昇が

問題として指摘されてきた．このような背景のもと，歩

車分離の考え方から歩車共存の考え方にシフトし，道路

空間を共有することによって交通静穏化を図る動きが生

まれた．この発端はオランダのボンネルフであり，これ

は日本に適用されるとコミュニティ道路と名づけられた．

更にこの歩車共存の考えが発展し，1980年代頃から欧

州においてShared Space（シェアド・スペース）と呼

ばれる道路空間形成が，交通事故削減における効果的な

対策として注目を集めた．シェアド・スペースは共有空

間と訳され，すべての交通機能が平等な立場で一つの道

路空間を共有することを目的としている．また，このシ

ェアド・スペースは交通静穏化だけでなく，限られた道

路空間の有効活用という利点も持ち合わせている． 

わが国のこれまでの道路整備は，この歩車分離という

大きな柱のもと道路整備が行われてきたが，歩道が整備

された道路は全道路約1,200,000kmのうち約15%（約

180,000km，平成21年）にとどまっている．歩行者優

先の道路であるコミュニティ道路に関しては1990年代

にブームが来たものの，その後は下火となっている．ま

た，シェアド・スペースに関しては2010年に京都市で

社会実験が実施されその検証が行われたが，導入には程

遠い状況にある．更に，これまで特定路線における歩行

者優先の道路整備や歩行者天国の実施がなされてきたが，

結果としては周辺の道路に自動車が集中し，ゾーン内の

安全が脅かされた． 

そこで現状の問題を解決するためには，自動車を優先

させるべき幹線道路と歩行者優先とすべき道路を明確に

区分し，後者では異なった交通機能が効率良く利用する

ことのできる交通体系を実現させる必要があると考える．

本研究はそのアプローチの一つとして，歩行者優先とす

べき道路から対象地を選定し，ビデオ調査および現地調

査により歩行者と自転車，自動車のそれぞれの挙動，通

行位置を明らかにする．これらのデータにより道路空間

の使われ方を分析し，道路空間再配分の可能性を探る．

本研究が今後の道路整備の基礎的資料となることを目指

す． 

 

 

2．研究の位置づけ 

 

（1）本研究の位置づけ 

既存研究では，それぞれの道路形態（歩車共存道路，

コミュニティ道路，シェアド・スペース）の実例の検証
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がなされており，その導入方法の調査や供用前後の評価

がなされている．また，青山ら1)2)，上岡ら3)による挙動

を明らかにした研究や道路の整備効果に関する評価研究

は多く存在するが，これらの研究の多くは歩行者のみを

対象としており，自転車と自動車を組み込んだものは見

当たらない．筆者らは，過去の研究で日本にシェアド・

スペースを導入することを目的として，その課題および

可能性を検証した．その結果，日本においてもシェア

ド・スペースの導入可能性がわずかながらあることが言

えた4)．以上を踏まえ，歩行者を優先すべき道路から対

象地を選定し，歩行者・自転車・自動車の挙動および通

行位置を分析することは，今後の道路整備における道路

空間再配分の可能性，更には共有空間の実現の可能性を

裏付けるものであると考える． 

 

（2）研究の概要 

本研究では，道路空間の整備に関して既存研究のレビ

ューを踏まえながら，歩車分離道路，歩車共存道路，コ

ミュニティ道路，シェアド・スペース（海外）の事例を

見る．そして，歩行者を優先すべき道路の中から，現在

歩行者・自転車・自動車の輻輳が多くみられる場所を対

象地として選定し，ビデオ調査および現地調査を行う．

歩行者，自転車，自動車それぞれの挙動および通行位置

に関するデータを収集し，道路空間がどのように利用さ

れているのかを明らかにする．これらのデータより整備

提案を行い，道路空間再配分の可能性を探る． 

 

 

3．現況把握 

 

（1）これまでの道路整備の取り組み 

a）コミュニティ・ゾーン 

コミュニティ・ゾーンとは，歩行者の通行を優先すべ

き住居系地区などにおいて地区内の安全性・快適性・利

便性の向上のために，自動車の走行速度を原則最高速度

30km/hとして抑制し，歩車分離・歩車共存などにより

歩行者の安全を確保するための対策を展開する，ある一

定のまとまりをもった地区である(表-1)．この対策は平

成8年に開始され，警察と道路管理者が連携して交通規

制と道路整備を組み合わせた対策を推進している． 

b）あんしん歩行エリア 

交通事故の死傷事故の発生割合が高く，歩行者・自転

車利用者の安全な通行を確保するため，緊急に対策を講

じる必要がある住居系地区等において，警察と道路管理

者が連携して，面的かつ総合的な死傷事故抑止対策を実

施するものがあんしん歩行エリアである(表-2)．具体的

には歩行者・自転車死傷事故約2-3割抑止を目標として

おり，第1次（平成15年度）に796地区，第2次（平成20

年度）に582地区をそれぞれ指定している． 

c）シェアド・スペース 

シェアド・スペースは1980年代に，オランダのハン

ス・モンデルマンによって考案された，道路空間に関す

る新しい考えである．道路から標識や信号，横断歩道，

歩道，自転車レーン，中央線などの全てのインフラを取

り除き，歩車道の境界にバリアのない空間をつくり，交

通ルールは「右側通行」と「右の道路から来た車両が優

先（右方優先）」のみという交通手法である． 

 

（2）道路横断面構成の考え方 

a）1車線整備の適用 

1車線整備の適用は，日交通量が概ね500台未満であ

る区間を対象に検討を行うものとされている．ただし，

日交通量が概ね500台以上1,500台未満の路線において

も，重複路線を有することや交通量の増大が見込めない

場合等は1車線整備区間とされている． 

b）1車線整備の具体方針 

・道路規格は，第3種第5級，設計速度V=30km/h 

（やむを得ない場合はV=20km/h）を基本とさ

れている． 

・車道幅員は以下を基本とされている． 

標準  W=5.0（0.5＋4.0＋0.5） m 

その他 W=4.0（0.5＋3.0＋0.5） m 

 

 

表-1 コミュニティ・ゾーンの内容
11)

 

・ 比較的交通量が多く、交通事故の多発や快適な生活環境の侵害
等、早急に対策が必要な住居系地区もしくは商業系地区

・ 概ね25ha～50haの範囲

・ 地区としてのまとまりがあること（日常生活圏、小学校区等）

・ 原則として最高速度 30km/h 区域規制の実施

・ 交通規則（大型車の通行禁止、指定方向外進行禁止、一方通行
等）・ インフラ整備（信号機の高度化、駐車対策等）

道路管理者対策 車両速度を抑制する道路構造の採用(ハンプ、シケイン、狭さく等)

選定基準

公安委員会対策
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表-2 あんしん歩行エリアの内容
11)

 

・ 歩行者および自転車利用者の安全な通行の確保のため、
早急に対策が必要な住居系地区もしくは商業系地区

・ 概ね1km2の範囲

・ 人口集中地区(DID 地区)であること

・ H16～H18 までの単位面積当たりの歩行者・自転車事故件数が

12.65件/km2以上であること

・ 交通規則（速度規制、車両通行止め）

・ インフラ整備（標識の高輝度化・大型化、信号機の新設・高度化等）

・ 交差点の改良

・ 歩道・通学路の整備

・ 道路照明の設置

・ 車両速度を抑制する道路構造の採用(ハンプ、クランク、狭さく等) 

・ カラ－舗装や防護柵の設置などによる歩行空間創出等

選定基準

道路管理者対策

公安委員会対策

 

 

4．対象地の選定 

 

対象地の選定にあたっては，以下を条件とした． 

 ある程度の歩行者，自転車，自動車交通量がのぞまれ

る道路であること 

 歩行者および自転車，更には自動車の輻輳が多く受け

られること 

 現在白線等によって歩車分離がなされている道路であ

ること 

 ビデオ撮影可能な場所が確保できること 

これらの条件を踏まえ，商業地における対象地として

三鷹市下連雀地区を，住宅地における対象地として国立

市中地区をそれぞれ選定した． 

 

 

5．商業地における対象地 

 

（1）現況把握 

三鷹市は東京都のほぼ中央に位置しており，面積

16.50km2，人口およそ 18 万人の都市である．これまで，

市の道路は連雀通りや人見街道が東西に走り，そこを中

心として新田開発が行われ，南北に長く区割りされてき

た．そのため南北の道路は発達したが，生活道路として

の東西道路の整備が遅れてきた．また狭あいな道路が多

く，防災上危険な地域もあることが指摘されている． 

三鷹市内の交通事故発生件数はここ数年減少傾向にあ

るものの，依然として二輪車などの絡む事故が全体の約

半数を占める状況が続いており，自転車のみならず原動

機付自転車などの利用者への交通安全に関する啓発活動

の必要性が高まっている．更に近年，高齢者が当事者と

なるケースが散見されており，歩道のバリアフリー化な

どの道路環境の整備が重要になっている． 

三鷹市における道路整備事業を以下に記す 14)． 

a）コミュニティ道路整備事業 

市は，従来の車優先の道路づくりから歩行者，自転車，

自動車等が共存しながらゆとりをもって歩ける良好な歩

行空間の創出に取り組んでいる．事業については，幹線

コミュニティ道路と住区別コミュニティ道路に分けて整

備を進めている． 

 幹線コミュニティ道路 

昭和62年度から行っており，三鷹駅と市役所を結ぶ中

央都市軸上に位置づけられている計画延長約2,500mの

道路である． 

 住区別コミュニティ道路 

第 3 次三鷹市基本計画に基づき実施計画に盛り込んだ

事業であり，平成4年度から行われている． 

b）あんしん歩行エリア事業 

市では，三鷹駅周辺下連雀（1丁目～4丁目）と上連雀

（2丁目～5丁目）地区において平成15年7月に「あんし

ん歩行エリア」の指定を受け，エリア内の道路に路側帯

のカラー化，交差点内のキララ舗装，路面標示の強調な

ど交通事故を抑止するための総合的な交通安全対策を実

施した．その結果，平成19年度までに設定したエリアに

おいて，死傷事故を2割以上，うち歩行者および自転車

に係わる死傷事故を3割以上抑止することができた． 

しかし，依然としてエリア内の単位面積当たりの事故

件数（事故密度）が多い状況にあるため，「旧あんしん

歩行エリア」を拡大（下連雀6丁目～7丁目，上連雀6丁

目～7丁目）する形で「次期あんしん歩行エリア」が指

定された．これは，平成23年度～平成24年度にかけて，

引き続き交通安全対策事業を実施するものである． 

これまでの三鷹市における歩行者優先道路への取り組

みの範囲の広がりを図-1に示す． 

 

三鷹駅

コミ ュニティ ゾーン

H15年度あんし ん歩行エリア

H21年度あんし ん歩行エリア

300m

 

図-1 歩行者優先道路への取り組み 
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（2）調査 

商業地における対象地として，JR三鷹駅の南口に位

置している駅前から延びる中央通りの一部を選定した．

対象地概要を表-3に，詳細を図-2にそれぞれ示す． 

 

表-3 対象地概要（商業地） 

三鷹市下連雀3丁目26-12から27-9

市道129号線(中央通り）

歩道 段差のある歩道、タイル舗装

車道 1車線（中央線なし）、タイル舗装

歩道 2.80-2.82(m)

車道 6.50(m)

計 12.12(m)

全長 1020(m)

対象地 115(m)

住所

道路長

道路幅員

道路名

道路形態

 

 

 

図-2 対象地地図（商業地） 

 

道路に面している商業店舗であるネオシティ三鷹の 4

階（図-2 に示す★）よりビデオ撮影を行った．調査概要

を以下表-4 に示す．また，得られたデータを以下表-5，

表-6，表-7 に示す．対象地はタイル舗装がなされている

ため，これらを目印に通行位置を図-3 のように区分した． 

 

表-4 調査概要（商業地） 

日付 時間 天候

① 2012年7月16日(祝) 17：00～18：00 快晴

② 2012年7月23日(月) 17：00～18：00 快晴  

 

 

図-3 通行位置区分 

 

表-5 自動車交通量（商業地） 

平日 土日祝

駅方向へ 27台（バス11台） 9台（バス6台）

駅方向より 18台 11台

9台 5台

54台 25台

通行

右左折

計  
 

表-6 自転車交通量（商業地） 

平日 土日祝

車道（中央寄り） 72台 41台

車道（歩道寄り） 44台 33台

歩道 26台 14台

32台 12台

174台 100台計

通行

横断

 

 

表-7 歩行者交通量（商業地） 

平日 土日祝

車道（中央寄り） 12人 39人

車道（歩道寄り） 27人 93人

歩道 180人 138人

201人 142人

420人 412人計

通行

横断

 

 

表-5，表-6，表-7 に示した交通量は，ピーク時 30 分

間（17 時～17 時 30 分）のそれぞれの交通量である．

これらの数値より，自動車と自転車交通量に関しては，

平日のほうが土日祝日より多いことが分かる．歩行者交

通量は土日祝日と平日に大きな差はないが，通行位置に

着目すると土日祝日に車道を通行する歩行者は平日に比

べて 3倍ほどになっている．一方，歩道を通行する歩行

者や横断する歩行者は平日のほうが多くなっており，こ

れには自動車交通量が影響していると考えられる． 
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今回の現地調査およびビデオ撮影により，交通量が非

常に多いこと，歩行者対自転車，自転車対自動車，歩行

者対自動車の輻輳が多く見られることが明らかになった．

また，自転車の多くが車道を通行していることが特徴と

して見られた．更に，撮影した道路では歩道において駐

輪禁止となっているにもかかわらず多くの違法駐輪があ

り，歩行者通行の妨げとなっている様子が見受けられた． 

 

 

6．住宅地における対象地 

 

（1）現況把握 

国立市は東京都の中央部に位置しており，面積

8.15km2，人口およそ7.5万人の都市である．1952年に

国立文教地区の指定を受けて以来，「開発」より「環

境」の街づくりを選択してきた．現在，幹線道路に関し

ては高架化に伴い駅周辺における南北道路整備が行われ

ている．JR国立駅から谷保駅まで伸びる約2kmの大学

通りを主要幹線道路として，そこから左右に細街路が伸

びている．これらの細街路においては，カラー舗装や交

通規制（一方通行規制など）を行い，歩行者に配慮した

道路空間整備を進めている． 

国立市における道路整備計画を以下に示す 15)． 

a）主要幹線道路 

交流や産業活動を支える都市間を結ぶ主要幹線道路の

整備を促進および推進する． 

b）地域幹線道路 

主要幹線道路を結び円滑な交通を処理するとともに南

部地域の骨格となる地域幹線道路の整備を促進及び推進

する．なお，既存道路等の計画幅員は，8m以上とする． 

c）生活道路 

地域幹線道路を結び円滑な交通を処理するとともに地

区の骨格となる主要な道路を生活幹線道路として整備を

推進する．なお，既存道路等の計画幅員は，8m以上と

する． 

d）区画道路 

居住地区内の日常生活に密着した区画道路の整備を推

進する．このうち，主要な区画道路の計画幅員は6m以

上とし，その他の区画道路の幅員は4m以上とする． 

e）主な歩行軸 

地域の拠点等を結ぶ歩行者の導線として位置付けた道路

における歩行空間の整備を推進する． 

 

（2）調査 

住宅地における対象地として，JR 国立駅の南口に位

置している大学通りに繋がる細街路を選定した．この道

路は東西方向に一方通行規制がなされ，最大積載量 3ト

ン以上のトラックの通行も禁止されている． 

対象地概要を表-8に，詳細を図-4にそれぞれ示す． 

 

表-8 対象地概要（住宅地） 

国立市中1丁目17-26

歩道 白線で明示された歩道

車道 1車線（中央線なし）

歩道 1.0(m)

車道 3.0(m)

計 5.5-5.8(m)

100(m)

道路幅員

道路長

住所

道路形態

 

 

 

図-4 対象地地図（住宅地） 

 

対象地とした細街路に面しているビルの2階（図-4に

示す★）よりビデオ撮影を行った．調査概要を以下に示

す．また，得られたデータを以下表-10，表-11，表-12

に示す．通行位置の区分に関しては，対象地が白線で歩

車分離されているため，その区分に従った． 

 

表-9 調査概要（住宅地） 

日付 時間 天候

① 2012年7月26日(木) 17：00～17：30 快晴  

 

表-10 自動車交通量（住宅地） 

平日

通行 44台  

 

表-11 自転車交通量（住宅地） 

平日

車道 14台

車道（白線上） 14台

歩道（白線内） 17台

0台

45台計

横断

通行

 

 

 

 



 

 6 

表-12 歩行者交通量（住宅地） 

平日

車道 2人

車道（白線上） 9人

歩道（白線内） 45人

26人

82人計

通行

横断

 

 

表-10，表-11，表-12 に示した交通量は，ピーク時 30

分間（17 時～17 時 30 分）のそれぞれの交通量である．

自転車の横断は見られなかったものの，ほとんどが車道

を通行していることが分かる．歩行者に関しては，白線

の内側（歩道）を通行する人が多いが，横断する様子も

多く見受けられた． 

今回の現地調査およびビデオ撮影により，対象地は大

通りに繋がっているため，住宅地へ繋がる細街路にもか

かわらず自動車交通量が多いこと，また歩行者対自転車，

自転車対自動車，歩行者対自動車の輻輳が多く見られ，

それぞれの通行位置が近いことが明らかになった． 

 

 

7．得られた知見 

 

ビデオ調査および現地調査より，対象地において道路

空間再配分の整備提案を行う際の裏付けとなる定量的な

データを得ることができた． 

これらより，商業地としての対象地においては，現状

の歩道幅員 2.80mより 1.40m広い，およそ 4.00mまで

歩道を拡幅，もしくは現状の歩道と車道の間（調査では

車道（歩道寄り）として扱った車道の一部，幅員

1.40m）を自転車レーンとして整備することが可能であ

る．自転車レーンは，道路交通法により車道上の自転車

通行部分が指定された専用通行帯と定義されており，幅

員は 1.50m 以上と定められている．またこれらの整備

に伴い，バスルートや自動車の交通量および通過方向か

ら，一方通行規制を行うことが必要であると考えられる． 

一方，住宅地における対象地は現在，歩車道が白線に

よって区分されているが，自転車の多くは白線内を通行

し，対象地における自転車および歩行者の挙動が歩車道

区分に従っているとは言い難い．自動車交通に関して一

方通行規制がかかっていることからも，白線による歩車

道の区分をなくし，対象地を共有空間として整備する可

能性が考えられる． 

8．今後の課題 

 

本研究では対象地において空間再配分を目指した整備

提案の裏付けとなるデータを得ることができた．今後は，

これらをもとに対象地における整備提案を具体的に示し，

それらに対する評価およびその可能性を探る．具体的に

は，道路の利用者（歩行者，自転車，自動車）に対する

ヒアリング調査および，自治体および警察署へのヒアリ

ング調査によって，これらの整備提案に対する定量的な

評価を行っていく必要がある． 
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